
（債)令和６年度東松島市立小・中学校等における 

外国語指導に関する労働者派遣業務 特記仕様書（案） 

１ 業務名 

（債）令和６年度 東松島市立小・中学校等における外国語指導に関する労働者派

遣業務 

 

２ 目 的  

  本委託業務は、東松島市立小・中学校等における外国語（英語。以下同じ。）及

び国際理解教育の一層の推進を図るとともに、児童生徒に楽しく外国語に慣れ親し

ませながら、コミュニケーション能力の素地や基礎を養うことで、国際感覚と総合

的なコミュニケーション能力を兼ね備えた人材の育成を目指すため、外国語指導助

手（以下「ＡＬＴ」という。）の派遣業務を委託するもの。 

 

３ 契約期間及びＡＬＴ派遣期間 

（１）契約期間：契約締結日から２０２８年３月３１日まで 

（２）ＡＬＴ派遣期間：２０２５年４月９日から２０２８年３月２０日まで 

 

４ 業務内容 

（１）ＡＬＴの業務内容 

①英語教育、外国語活動、国際理解教育における指導。 

②指導方法等の研修会への参加。 

③文化祭、体育祭等の学校行事及びクラブ活動等への参加。 

④児童生徒との交流活動。 

   ⑤教材・資料の作成。 

   ⑥教員と指導内容、方法についての事前の打合せ。 

⑦学校内で行われる試験の補助。 

   ⑧学校内外で行われる行事運営支援・参加。 

   ⑨教授手法等の教員に対する支援。 

⑩翻訳・通訳の支援。 

（２）受注者の業務内容 

①国際理解教育、英語教育に関するコンサルティング業務。 

    ア．学習指導要領に基づく国際理解教育及び英語教育に関する学習指導案、

授業設定等に関する情報提供と企画提案。 

    イ．授業で使用する教材作成や教材研究に係る支援と情報提供。 

ウ．教員を対象とした効果的な授業運営に関する研修会の実施（全体研修は

年１回程度とし、希望校は随時配置ＡＬＴが研修会を実施）。 



エ．学校アンケート調査の実施及び結果報告。 

オ．学校外・授業外でのＡＬＴ活用の提案及び事例紹介。 

   ②ＡＬＴ配置計画書及び業務実施報告書の提出。 

（３）上記のほか、（１）及び（２）に関連する業務で、発注者と受注者が協議の上、 

受注者が合意した業務 

 

５．ＡＬＴの要件 

ＡＬＴは、次の（１）から（８）までに掲げる条件を全て満たす者とする。 

（１）上記業務内容を適切に遂行できる者。 

（２）上記業務を実施するにあたり所持すべき有効かつ適正な種別の就労査証を有す

る者。 

（３）英語圏（欧米）諸国における英語の発音、リズム、イントネーション、発声を 

身につけ、かつ現代の標準的な語学力（文章力、文法力）を備えている者。 

（４）大学以上の教育機関を卒業した者又は在外大学の在学生で適正な方法により日 

本に招聘された者。 

（５）業務履行に必要な日本語能力を有している者。 

（６）教職員や児童生徒・園児と積極的にコミュニケーションを図り、人間性や協調

性に富む者。 

（７）日本の教育環境を十分に理解し、熱意を持って指導にあたることができる者。 

（８）犯罪歴のないことが証明されている者。 

 

６．ＡＬＴの派遣就業日及び時間 

（１）派遣就業日 

派遣就業日は、派遣期間内の月曜日から金曜日までを原則とし、土曜日、日曜

日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、派遣就業場所（以下「派遣先学校

等」という。）の休校日、及び教育委員会が指定する日は配置しないものとする。 

ただし、派遣先学校等において、行事等の都合上これらの日にＡＬＴの就業を

要する場合はこの限りではない。 

（２）就業時間 

   １日の就業時間は、休憩時間を除いた７時間以内とし、原則として午前８時か 

ら午後４時３０分までの間で設定する。 

（３）上記（１）及び（２）の詳細については、教育委員会と受注者が別途協議・合

意の上、定めるものとする。 

（４）教育委員会が上記（１）、（２）及び（３）で規定した派遣就業日時以外にＡＬ

Ｔの就業を要する場合は、他に予定していた就業日時の中で振り替えることがで

きるものとする。 

 

７．ＡＬＴの派遣就業場所及び人数 

（１）ＡＬＴの派遣先学校等 

ＡＬＴの派遣先学校等は、東松島市立小学校８校、東松島市立中学校３校、及



び市教育委員会が指定する場所とする。 

（２）ＡＬＴの派遣人数 

５名とする。 

８．学校種・学年別の１学級あたりにおけるＡＬＴ年間配置時数 

  東松島市立小中学校へのＡＬＴ年間配置年間時数は、下記を基本とするが、小中 

学校からの要請に基づき、別途教育委員会と受注者で協議の上、決定するＡＬＴの 

配置グループ毎に同一グループ内で配置時数の振替えを行うことができるものと 

する。 

  区分 学年 １学級あたりの配置時数の目安 

（年間の目安単位時間） 

小学校 １・２学年 ６単位時間 

３・４学年 ２５単位時間 

５・６学年 ５０単位時間 

中学校 １～３学年 ７０単位時間 

  （配置時数には、教材準備や打合せ時間を含む。） 

 

９．受注者の責務 

（１）関連法令等の遵守 

受託する業務が行政サービスであることを認識し、本仕様書のほか、労働基準

法、労働者派遣法、その他労働関係法規をはじめとした関係法令等を遵守し、市

民から安心及び信頼を得られるよう業務を誠実に履行すること。 

（２）適正者の派遣 

  「５．ＡＬＴの要件」に記した要件を満たすＡＬＴを派遣すること。 

なお、やむを得ない事由により、ＡＬＴの配置について変更が必要となる場合 

は、速やかに人員補充できる体制を構築しておくこと。 

（３）ＡＬＴの管理 

 ①労働者派遣法により受注者に義務付けられている諸手続き及び労務管理を行 

うこと。 

 ②ＡＬＴが本業務の目的を理解し、派遣先学校等の指揮命令者による指揮命令の

下で、派遣先学校等の規律を遵守し、職務に従事するよう適切な措置を講ずる

こと。 

（４）就業場所の情報提供 

  ＡＬＴに対し、派遣開始初日までに派遣先学校等の所在地や通勤方法の確認と 

伝達を行う等、勤務に必要な就業場所に関する情報提供を行うこと。 

（５）担当コーディネーター及び苦情処理担当責任者の選任 

   本業務を円滑に進めるため、東松島市担当コーディネーターと苦情担当責任者 

を定め、それぞれの責務を果たすこと。 

（６）研修の実施 

  ①派遣前にＡＬＴに対する事前研修を実施し、日本の学校と教育事情、出身国 



と日本の文化や生活習慣の違いとその対処方法、学習指導要領等を十分理解さ 

せること。また、外国語活動等に関する指導方法、教材の作成方法、効果的な 

ティーム・ティーチングのための留意点等、実践的な指導力を身につけさせる 

こと。 

  ②ＡＬＴの指導力の維持・向上を図り、業務を適正かつ効率的に行うことができ 

るよう、事前研修以外にも定期的にスキルアップ研修を行うこと。 

  ③ＡＬＴに対し、指導方法や教材作成等に対する助言及び支援を行うこと。 

（７）業務の改善及びＡＬＴの交代 

   次の①から③までの事由により、教育委員会からＡＬＴの業務改善又は交代の 

要請があったときは、受注者は速やかに要請に応えうる相当の措置を行うこと。 

①ＡＬＴが派遣先学校等の指揮命令に従わず、業務遂行が不十分又は業務遂行に

支障があると認められた場合 

②児童生徒、学校に対して信用を傷つけ、又は不名誉となる行為を行ったとき。 

③日本国憲法その他日本の法令に違反したとき。 

（８）配置計画の作成 

   派遣するＡＬＴの氏名及び日程について ALT毎の年間計画を作成し、連絡調整

及び変更を行うこと。 

（９）報告書の作成 

   月毎の業務実施報告書を発注者へ提出すること。 

   また、契約満了時には業務完了報告書を提出すること。 

 

１０．業務委託料の支払い 

（１）業務委託料の支払いは、契約書に定めるところにより、派遣月毎の実績払に

よって業務委託料を支払うものとする。円未満の端数が生じた場合は、各年度

の最終月の請求書により清算する。 

（２）受注者は、派遣業務の実績を毎月末日で締め、「９．受注者の責務中、（９）

報告書の作成」で定める業務実施報告書を翌月１０日までに発注者へ提出する

こととし、適切な業務履行が認められ、検収に合格したときは、発注者に業務

委託料を請求することができるものとする。 

（３）発注者は、請求書を受理した日から３０日以内に業務委託料を受注者に支払

う。 

  

１１．秘密の保持及び第三者への提供禁止 

受託者（ＡＬＴを含む。）は、業務の履行上知り得た秘密、その他の情報を業務 

以外の目的に利用したり、発注者の許可なく指示目的以外の使用及び第三者に漏ら

したりしてはならない。なお、理由の如何によらず、契約期間の満了後又は解除後

も同様とする。 

 

 

 



１２．その他 

（１）必要物品の準備 

受注者は、本業務実施に関して必要な物品は、自ら準備するものとする。ただ 

し、学校等において使用する机、椅子及び教科書は、派遣先学校等が無償で貸与

するものとする。 

この場合において、派遣されたＡＬＴは貸与された物品を善良なる管理者の注 

意をもって管理すること。 

（２）再委託の禁止 

   受注者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。 

（３）事故対応 

   ＡＬＴに交通事故等の問題が発生した場合及びＡＬＴの責に帰す事由により 

市、派遣先学校等、派遣先学校等の児童生徒、教職員または第三者に損害を与 

えた場合は、受注者がその対応を行うこと。ただし、その発生が教育委員会及 

び派遣先学校等の責に帰する場合は、その限りでない。 

（４）その他 

   この仕様書に定めがない事項や解釈に疑義が生じた場合は、必要に応じて教育 

委員会と受注者との協議の上、決定するものとする。 


